
問

消費生活センターから

823-3928
事故を防ぎ、長く安全に使うために

用）、石油給湯器、石油ふろ釜、ＦＦ式石油温風暖

房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾

燥機

何をすればいいの？
所有者登録をしましょう。対象製品を購入した

ら添付されている所有者票に必要事項を記入し

メーカーに送りましょう。（賃貸住宅・アパート

などで製品を家主が設置・所有している場合は、

家主が登録）

メーカーから点検時期の通知が届いたら、点検

を受けましょう。（点検は有料）

事故が起きると周りの人にも迷惑がかかります。

点検を受け製品事故を防ぎましょう。

この制度の問い合わせ先
　　　経済産業省商務流通グループ製品安全課
　　　　　　　　　　　　　　（03 -357-4707）

長期使用製品安全点検制度
　私たちの暮らしを豊かにしてくれる生活製品、し

かし、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒死など、

長期間使用が重大な事故に繋がったケースも報告さ

れています。事故を防ぎ製品を長く安全に使用する

ための「長期使用製品安全点検制度」が４月１日から

スタートしました。

どんな制度？
　長期間使用している以下９製品について、メー

カーが所有者に点検時期を知らせ、点検を受ける

ことで重大事故を防止しようと

いう制度です。

対象となる製品　　
　屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガ

ス用、ＬＰガス用）、屋内式ガス

ふろ釜（都市ガス用、ＬＰガス
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